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1. ナノ技術標準化管理 

定義、用語命名、情報項目の設定、計測方法、ハザード試験、 
ハザード評価、暴露評価、リスク評価、MSDS伝達情報 

国 

2. ナノ物質管理 （主にハザードに基づく管理） 

情報収集、ハザード試験、ハザード評価、暴露評価、 
初期リスク評価、初期リスク管理実施情報、データ提出 

データ受付・登録管理 
データ検証、再テスト・再提出・追加提出要求 

評価作業支援 
管理グレードの決定、データの公開 

国 

4. ナノ物質影響監視管理 

ヒト影響調査、製造現場調査、生態系・環境影響調査、 
事業所からの排出量の監視 

事業所へのナノ物質搬入量届出 
事業所からのナノ物排出量の届出 

国 

ナノ物質製造者、輸入者 

3. ナノ技術応用・ナノ製品管理 （主にリスクに基づく管理) 

情報収集、暴露評価、リスク評価、 
リスク管理実施情報、データ提出 

データ受付・登録管理 
データ検証、再提出/追加提出要求、評価作業支援 
管理グレードの決定、データの公開、表示義務 

国ナノ技術応用者 
ナノ製品製造者、輸入者 

ナノ物質管理法 概念図


